
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報
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島
根
県
規
則
の
左
横
書
き
の
実
施
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義
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�
�
�
�
�
�
	



島
根
県
規
則
の
左
横
書
き
の
実
施
等
に
関
す
る
規
則

(

趣
旨)

�
�
�

こ
の
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
規
則

(

以
下

｢

既
存
規
則｣

と

い
う
。)

の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

形
式
の
変
更)

�

�

既
存
規
則
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
規
則
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
規
則

(

以
下

｢

改
正
後
規
則｣

と

い
う
。)

に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
規
則
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
規
則
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

二

改
正
後
規
則
に
お
け
る
文
字

(

符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
配
置
は
、
既
存
規
則
に
お
け
る

文
字
の
配
置
と
す
る
。

�

前
項
の
規
定
は
、
表

(

別
表
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

及
び
様
式
の
う
ち
、
既
存
規
則
に
お
い
て
既

に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
も
の
及
び
知
事
が
縦
書
き
が
適
当
と
認
め
る
も
の

(

以
下

｢

左
横

書
き
に
改
正
し
な
い
表
等｣
と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

平成��年��月��日 号外第���号(�)

号
外
第
一
一
五
号

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

(

火
曜
日)

�
�

�
�島

根
県
規
則
の
左
横
書
き
の
実
施
等
に
関
す
る
規
則

(

総

務

課)

一

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

(

人

事

課)

三

る
規
則

�
�島

根
県
告
示
の
左
横
書
き
の
実
施
等
に
関
す
る
規
程

(

総

務

課)

三

�
�島

根
県
訓
令
の
左
横
書
き
の
実
施
等
に
関
す
る
訓
令

(

総

務

課)

五

文
書
の
左
横
書
き
の
実
施
に
関
す
る
訓
令

(

〃

)

七

文
書
の
左
横
書
き
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正

(

〃

)

七

島
根
県
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正

(
〃

)

八

����������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

����������������������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

◇�
�
�
�
�
�
 
!
"
#
�
$
%
�
&
'
(
)
�
�
(

規
則
第
九
六
号)

一

規
則
の
概
要

�

縦
書
き
と
な
っ
て
い
る
既
存
の
規
則
の
す
べ
て
を
、
一
括
し
て
左
横
書
き
に
よ
っ
て
表
記

さ
れ
た
も
の
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
二
条
、
第
三
条
関
係)

�

用
字
用
語
に
つ
い
て
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
表
記
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
三
条
関

係)

二

施
行
期
日
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平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇*
+
�
,
*
-
.
&
'
(
)
�
�
%
/
�
�
�
�
0
1
2
3
(
)
�
�
(

規
則
第
九
七
号)

一

規
則
の
概
要

退
職
の
日
に
お
け
る
給
料
月
額
が
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
医
療
職
給
料
表
一�
の
四
級

の
特
七
号
給
相
当
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
年
と
退
職
年
齢
と
の
差
一
年
当
た
り
の
給
料

月
額
の
割
増
率
を
百
分
の
一
と
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
四
条
の
四
関
係)

二

施
行
期
日

平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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島 根 県 報
(

用
字
及
び
用
語
の
整
理)

�
�
�

既
存
規
則
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改

め
る
。

平成��年��月��日 号外第���号 (�)

八

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

七

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

六

号
を
第
四
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

五

号
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

四

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

三

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
文
字
又
は
数
字

(

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
文
字
又
は
数
字

に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
括
弧
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

及

び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又

は
数
字

二

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

(

枝
番
号
を
除

く
。)

一

章
、
節
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
漢
数
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ

ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小
文
字

の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小

文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音

順
に
よ
る
片
仮
名

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ

ア
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

十
四

左

(

文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
左
横
書
き
に
改
正
し
な
い
表
等
又

は
他
の
法
令
等
で
定
め
る
表
若
し
く
は
様
式
に
お
い
て
文
面

上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

を
除
く
。)

十
三

項
番
号
の
な
い
項

十
二

漢
数
字

(

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
並
び
に

次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。�

イ

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

も
の

ロ

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

ハ

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置
き

換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

ニ

数
字
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
万
又
は
億
で
あ
っ

て
当
該
数
字
が
万
未
満
の
端
数
を
含
ま
な
い
場
合
に
お
け

る
当
該
万
又
は
億

十
一

表
中
そ
の
内
容
を
第
五
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た

め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

十

表
中
そ
の
内
容
を
第
四
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

九

表
中
そ
の
内
容
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

次 ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
る
項
番
号

を
付
し
た
項

ア
ラ
ビ
ア
数
字

(

漢
数
字
を
区

切
る
読
点
は
削
り
三
け
た
ご
と

に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点

は
ピ
リ
オ
ド
に
改
め
る
。)

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小
文
字

の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小

文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音

順
に
よ
る
片
仮
名



島 根 県 報

�

前
項
の
表
三
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
及
び
十
四
の
項
か
ら
二
十
八
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
令
の

規
定
を
引
用
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

�

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

�
�

�

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
既
存
規
則

(

以
下

｢

改
正
前
規
則｣

と
い
う
。)

の
様
式
に
よ
る
承
認

書
等
は
、
改
正
後
規
則
の
様
式
に
よ
る
承
認
書
等
と
み
な
す
。

�

改
正
前
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
用
紙
等
で
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
残
存
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
	


�

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
九
年
島
根
県
規
則
第
十
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
四
第
四
項
中

｢

百
分
の
二｣

の
下
に

｢
(

同
条
に
規
定
す
る
当
該
給
料
月
額
が
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
島
根
県
条
例
第
一
号)

の
医
療
職
給
料
表
一�
の
四
級
の
特
七
号
給
の
額

に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
百
分
の
一)

｣

を
加
え
る
。

�
�

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成��年��月��日 号外第���号(�)

二
十
六

う
え

二
十
五

す
み
や
か
に

二
十
四

外

(

直
前
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る
場
合
に
限
る
。)

二
十
三

｢

但
し｣

又
は

｢

但
書｣

二
十
二

動
詞

｢

行
な
う｣

の
語
幹

｢

行
な｣

二
十
一

動
詞

｢

基
く｣

の
語
幹

｢

基｣

二
十

各
号
の
一
に

十
九

促
音
に
用
い
る

｢

つ｣

又
は

｢

ツ｣

十
八

よ
う
音
に
用
い
る

｢

や｣

、｢

ゆ｣

、｢

よ｣

、｢

ヤ｣

、

｢

ユ｣

又
は

｢

ヨ｣

十
七

下
欄

(

文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
左
横
書
き
に
改
正
し
な
い
表
等

又
は
他
の
法
令
等
で
定
め
る
表
若
し
く
は
様
式
に
お
い
て
文

面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。)

十
六

上
欄

(

文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
左
横
書
き
に
改
正
し
な
い
表
等

又
は
他
の
法
令
等
で
定
め
る
表
若
し
く
は
様
式
に
お
い
て
文

面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。)

十
五

｢

右｣

又
は

｢

同
右｣

(

そ
れ
ぞ
れ
文
面
上
の
位
置
又

は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
左

横
書
き
に
改
正
し
な
い
表
等
又
は
他
の
法
令
等
で
定
め
る
表

若
し
く
は
様
式
に
お
い
て
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す

た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。)

上 速
や
か
に

ほ
か

そ
れ
ぞ
れ

｢

た
だ
し｣

又
は

｢

た
だ
し
書｣

行 基
づ
各
号
の
い
ず
れ
か
に

そ
れ
ぞ
れ

｢

っ｣
又
は

｢

ッ｣

そ
れ
ぞ
れ

｢

ゃ｣

、｢

ゅ｣

、

｢

ょ｣
、｢
ャ｣

、｢

ュ｣

又
は

｢

ョ｣

右
欄

左
欄

そ
れ
ぞ
れ

｢

上
記｣

又
は

｢

同

上｣

二
十
八

様
式
中

｢

昭
和｣

又
は

｢

平
成｣

(

そ
れ
ぞ
れ
日
付

に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。)

二
十
七

様
式
中

｢

殿｣
(

名
あ
て
人
の
敬
称
に
用
い
ら
れ
る

も
の
に
限
る
。)

そ
れ
ぞ
れ
空
白
二
文
字
分
に
置

き
換
え
る
。

様



島 根 県 報

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

島
根
県
告
示
の
左
横
書
き
の
実
施
等
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
の
左
横
書
き
の
実
施
等
に
関
す
る
規
程

(

趣
旨)

�

�

こ
の
規
程
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
告
示

(

以
下

｢

既
存
告
示｣

と

い
う
。)

の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

形
式
の
変
更)

�
�
�

既
存
告
示
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示

(

以
下

｢

改
正
後
告
示｣

と

い
う
。)

に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

二

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字

(

符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)
の
配
置
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る

文
字
の
配
置
と
す
る
。

�

前
項
の
規
定
は
、
表

(

別
表
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

及
び
様
式
の
う
ち
、
既
存
告
示
に
お
い
て
既

に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
も
の
及
び
知
事
が
縦
書
き
が
適
当
と
認
め
る
も
の

(

以
下

｢

左
横

書
き
に
改
正
し
な
い
表
等｣

と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

(

用
字
及
び
用
語
の
整
理)

�
�
�

既
存
告
示
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改

め
る
。

平成��年��月��日 号外第���号 (�)

二

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

(

枝
番
号
を
除

く
。)

一

章
、
節
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
漢
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ

ア
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

五

号
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

四

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

三

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
文
字
又
は
数
字

(

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
文
字
又
は
数
字

に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
括
弧
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

及

び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又

は
数
字

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小

文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音

順
に
よ
る
片
仮
名

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

十

表
中
そ
の
内
容
を
第
四
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

九

表
中
そ
の
内
容
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

八

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

七

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

六

号
を
第
四
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小

文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音

順
に
よ
る
片
仮
名

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ

ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小
文
字

の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト



島 根 県 報

�

前
項
の
表
三
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
及
び
十
四
の
項
か
ら
二
十
八
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
令
の

規
定
を
引
用
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

�

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

�
�

�

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
既
存
告
示

(

以
下

｢

改
正
前
告
示｣

と
い
う
。)

の
様
式
に
よ
る
証
明

書
等
は
、
改
正
後
告
示
の
様
式
に
よ
る
証
明
書
等
と
み
な
す
。

平成��年��月��日 号外第���号(�)

十
二

漢
数
字

(

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
並
び
に

次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。�

イ

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

も
の

ロ

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

ハ

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置
き

換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

ニ

数
字
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
万
又
は
億
で
あ
っ

て
当
該
数
字
が
万
未
満
の
端
数
を
含
ま
な
い
場
合
に
お
け

る
当
該
万
又
は
億

十
一

表
中
そ
の
内
容
を
第
五
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た

め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

(

漢
数
字
を
区

切
る
読
点
は
削
り
三
け
た
ご
と

に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点

は
ピ
リ
オ
ド
に
改
め
る
。)

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小
文
字

の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

十
六

上
欄

(

文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
左
横
書
き
に
改
正
し
な
い
表
等

に
お
い
て
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。)

十
五

｢

右｣

若
し
く
は

｢

右
記｣

又
は

｢

同
右｣

(

そ
れ
ぞ

れ
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の
に
限
り
、
左
横
書
き
に
改
正
し
な
い
表
等
に
お
い
て

文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る

も
の
を
除
く
。)

十
四

｢

左｣

又
は

｢

左
記｣

(

文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を

示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
左
横
書
き
に

改
正
し
な
い
表
等
に
お
い
て
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示

す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。)

十
三

項
番
号
の
な
い
項

左
欄

そ
れ
ぞ
れ

｢

上
記｣
又
は

｢

同

上｣ 次 ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
る
項
番
号

を
付
し
た
項

二
十
三

｢

但
し｣

又
は

｢

但
書｣

二
十
二

動
詞

｢

行
な
う｣

の
語
幹

｢

行
な｣

二
十
一

動
詞

｢

基
く｣

の
語
幹

｢

基｣

二
十

各
号
の
一
に

十
九

促
音
に
用
い
る

｢

つ｣

又
は

｢

ツ｣

十
八

よ
う
音
に
用
い
る

｢

や｣

、｢

ゆ｣

、｢

よ｣

、｢

ヤ｣

、

｢

ユ｣

又
は

｢

ヨ｣

十
七

下
欄

(

文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
左
横
書
き
に
改
正
し
な
い
表
等

に
お
い
て
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。)

そ
れ
ぞ
れ

｢

た
だ
し｣

又
は

｢

た
だ
し
書｣

行 基
づ
各
号
の
い
ず
れ
か
に

そ
れ
ぞ
れ

｢

っ｣

又
は

｢

ッ｣

そ
れ
ぞ
れ

｢

ゃ｣

、｢

ゅ｣

、

｢

ょ｣

、｢

ャ｣

、｢

ュ｣

又
は

｢

ョ｣

右
欄

二
十
八

様
式
中

｢

昭
和｣

又
は

｢

平
成｣

(

そ
れ
ぞ
れ
日
付

に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。)

二
十
七

様
式
中

｢

殿｣
(

名
あ
て
人
の
敬
称
に
用
い
ら
れ
る

も
の
に
限
る
。)

二
十
六

う
え

二
十
五

す
み
や
か
に

二
十
四

外

(

直
前
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る
場
合
に
限
る
。)

そ
れ
ぞ
れ
空
白
二
文
字
分
に
置

き
換
え
る
。

様 上 速
や
か
に

ほ
か



島 根 県 報
�

改
正
前
告
示
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
用
紙
等
で
こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
残
存
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	



本

庁

地
方
機
関

島
根
県
訓
令
の
左
横
書
き
の
実
施
等
に
関
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
訓
令
の
左
横
書
き
の
実
施
等
に
関
す
る
訓
令

(

趣
旨)

�
�
�

こ
の
訓
令
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
訓
令

(

以
下

｢

既
存
訓
令｣

と

い
う
。)

の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

形
式
の
変
更)

�
�
�

既
存
訓
令
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
訓
令
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
訓
令

(
以
下

｢

改
正
後
訓
令｣

と

い
う
。)

に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
訓
令
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

二

改
正
後
訓
令
に
お
け
る
文
字

(

符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
配
置
は
、
既
存
訓
令
に
お
け
る

文
字
の
配
置
と
す
る
。

�

前
項
の
規
定
は
、
表

(

別
表
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

及
び
様
式
の
う
ち
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
既

に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
も
の
及
び
知
事
が
縦
書
き
が
適
当
と
認
め
る
も
の

(

以
下

｢

左
横

書
き
に
改
正
し
な
い
表
等｣

と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

(

用
字
及
び
用
語
の
整
理)

�

�

既
存
訓
令
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改

め
る
。

平成��年��月��日 号外第���号 (�)

五

号
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

四

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

三

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
文
字
又
は
数
字

(

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
文
字
又
は
数
字

に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
括
弧
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

及

び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又

は
数
字

二

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

(

枝
番
号
を
除

く
。)

一

章
、
節
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
漢
数
字

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小

文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音

順
に
よ
る
片
仮
名

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ

ア
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

九

表
中
そ
の
内
容
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

八

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

七

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

六

号
を
第
四
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音

順
に
よ
る
片
仮
名

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ

ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小
文
字

の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
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�

前
項
の
表
三
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
及
び
十
三
の
項
か
ら
二
十
二
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
令
の

規
定
を
引
用
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

�

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

�
�

�

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
既
存
訓
令

(

以
下

｢

改
正
前
訓
令｣

と
い
う
。)

の
様
式
に
よ
る
検
査

員
証
等
は
、
改
正
後
訓
令
の
様
式
に
よ
る
検
査
員
証
等
と
み
な
す
。

�

改
正
前
訓
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
用
紙
等
で
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
残
存
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
�
�
�
�
�
	


�
�

本

庁

地
方
機
関

文
書
の
左
横
書
き
の
実
施
に
関
す
る
訓
令

(

昭
和
三
十
五
年
島
根
県
訓
令
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

受
訓
先
を

｢
本

庁

地
方
機
関｣

に
改
め
る
。

第
一
条
た
だ
し
書
中

｢
条
例
、
規
則
、
告
示
、
公
告
及
び
訓
令

(

甲)

並
び
に｣

を
削
る
。

�
�

平成��年��月��日 号外第���号(�)

十
二

漢
数
字

(

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
並
び
に

次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。�

イ

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

も
の

ロ

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

ハ

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置
き

換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

ニ

数
字
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
万
又
は
億
で
あ
っ

て
当
該
数
字
が
万
未
満
の
端
数
を
含
ま
な
い
場
合
に
お
け

る
当
該
万
又
は
億

十
一

表
中
そ
の
内
容
を
第
五
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た

め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

十

表
中
そ
の
内
容
を
第
四
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
文
字
又
は
数
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字
又
は
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

(

漢
数
字
を
区

切
る
読
点
は
削
り
三
け
た
ご
と

に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点

は
ピ
リ
オ
ド
に
改
め
る
。)

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小
文
字

の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小

文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

十
八

動
詞

｢

行
な
う｣

の
語
幹

｢

行
な｣

十
七

動
詞

｢

基
く｣

の
語
幹

｢

基｣

十
六

各
号
の
一
に

十
五

促
音
に
用
い
る

｢

つ｣

又
は

｢

ツ｣

十
四

下
欄

(

文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
左
横
書
き
に
改
正
し
な
い
表
等

に
お
い
て
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。)

十
三

上
欄

(

文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
左
横
書
き
に
改
正
し
な
い
表
等

に
お
い
て
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。)

行 基
づ
各
号
の
い
ず
れ
か
に

そ
れ
ぞ
れ

｢

っ｣

又
は

｢

ッ｣

右
欄

左
欄

二
十
二

様
式
中

｢

昭
和｣

又
は

｢

平
成｣

(

そ
れ
ぞ
れ
日
付

に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。)

二
十
一

様
式
中

｢

殿｣
(

名
あ
て
人
の
敬
称
に
用
い
ら
れ
る

も
の
に
限
る
。)

二
十

う
え

十
九

す
み
や
か
に

そ
れ
ぞ
れ
空
白
二
文
字
分
に
置

き
換
え
る
。

様 上 速
や
か
に
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	



本

庁

地
方
機
関

文
書
の
左
横
書
き
の
実
施
要
領

(

昭
和
三
十
五
年
島
根
県
訓
令
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。平

成
十
五
年
十
月
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

第
二
た
だ
し
書
中

｢�
｣

を

｢�
｣

に
改
め
、
第
二
中
一
を
削
り
、
二
を
一
と
し
、
三
か
ら
五
ま
で
を

一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

�
�

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�




本

庁

地
方
機
関

島
根
県
公
文
書
管
理
規
程

(

平
成
十
三
年
島
根
県
訓
令
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�
�
�
�
(第

�
条
関
係
)

�
条
例
又
は
規
則

ア
制
定
の
場
合

平成��年��月��日 号外第���号 (�)

注
①

注
②

×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

×
×
○
○
○
年
○
月
○
日

島
根
県
知
事
×
○
○
○
○
○
○
×
×

島
根
県
条
例
第
○
○
号

×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×
×
×
○
○
○
○
○
条
例

目
次

×
第
	
章
×
○
○
○
○
○
○

×
×
第
	
節
×
○
○
○
(第

	
条
・
第
�
条
)

注
③

×
×
第
�
節
×
○
○
○

×
×
×
第
	
款
×
○
○
○
(第

�
条
―
第


条
)
注
④

×
×
×
第
�
款
×
○
○
○
(第
○
条
―
第
○
条
)

×
第
�
章
×
○
○
○
○
○
○
(第
○
条
―
第
○
条
)

×
附
則

注
⑤

×
×
×
第
	
章
×
○
○
○
○
○
○

注
⑥

×
×
×
×
第
	
節
×
○
○
○

×
(○
○
○
○
)

第
	
条
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
(○
○
○
○
)

第
○
条
×
こ
の
条
例
に
お
い
て
｢○
○
○
○
○
○
○
○
｣

用
例

注
①

｢×
｣
は
空
欄
を
､

｢○
､
△
､
◎
｣
は
文
字

を
示
す
｡
以
下
同
じ
｡

注
②
規
則
の
場
合
は
､
｢条

例
｣
を
｢規
則
｣
と
読
み

替
え
る
こ
と
｡
以
下
同
じ
｡

注
③
含
ま
れ
る
条
が
�
箇
条

の
場
合
は
｢・
｣
で
結
ぶ

こ
と
｡

注
④
含
ま
れ
る
条
が
�
箇
条

以
上
の
場
合
は
｢―
｣
で

結
ぶ
こ
と
｡

注
⑤
こ
こ
ま
で
を
目
次
と
い

う
｡

注
⑥
こ
こ
か
ら
を
本
則
と
い

う
｡

注
⑦
定
義
を
設
け
る
場
合
は
､

そ
の
用
語
に
｢
｣
を
付

け
る
こ
と
｡

注
⑧
前
条
の
見
出
し
と
同
じ

場
合
は
､
見
出
し
を
省
略

す
る
｡
こ
の
場
合
､
前
条

の
見
出
し
を
｢共
通
見
出

し
｣
と
い
う
｡

説
明
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イ
全
部
改
正
の
場
合

ウ
一
部
改
正
の
場
合

平成��年��月��日 号外第���号(�)

�
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
(○
○
○
条
例
の
廃
止
)

�
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
(経
過
措
置
)

�
×
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
(○
○
○
条
例
の
一
部
改
正
)

	
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

も
の
と
な
い
も
の
と
が
あ

る
｡
比
較
的
単
純
な
表
は
､

別
表
と
せ
ず
に
本
則
の
各

条
文
中
に
掲
げ
る
｡

注
⑮
表
と
様
式
で
は
､
表
を

先
に
置
く
｡

×
○
○
○
○
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

×
×
○
○
○
年
○
月
○
日

島
根
県
知
事
×
○
○
○
○
○
○
×
×

島
根
県
条
例
第
○
○
号

×
×
×
○
○
○
○
条
例

×
○
○
○
○
条
例
(○
○
○
年
島
根
県
条
例
第
○
○
号
)

の
全
部
を
改
正
す
る
｡

注
①

(以
下
｢ア

制
定
の
場
合
｣
を
参
照
)

用
例

注
①
全
部
改
正
の
場
合
は
､

こ
の
制
定
文
が
付
さ
れ
る

こ
と
及
び
附
則
に
全
部
改

正
さ
れ
る
前
の
条
例
を
廃

止
す
る
旨
の
規
定
を
置
か

な
い
こ
と
が
制
定
の
場
合

と
異
な
る
｡

説
明

×
○
○
○
○
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
｡

用
例

注
①

�
つ
の
条
例
を
ま
と
め

て
改
正
す
る
場
合
は

説
明

×
×
○
○
○
年
○
月
○
日

島
根
県
知
事
×
○
○
○
○
○
○
×
×

島
根
県
条
例
第
○
○
号

×
×
×
○
○
○
○
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
注
①

×
○
○
○
○
条
例
(○
○
○
年
島
根
県
条
例
第
○
○
号
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

�
題
名
又
は
目
次
の
改
正

｢○
○
条
例
及
び
△
△
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
｣
と
し
､
�
つ
以
上
の

場
合
は
｢○
○
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
｣

等
と
す
る
｡

注
②
題
名
の
全
部
を
改
正
す

×
と
は
､
○
○
○
○
○
○
○
○
を
い
う
｡

注
⑦

×
×
×
×
第
�
節
×
○
○
○

×
×
×
×
×
第
�
款
×
○
○
○

×
(○
○
○
○
)

第
○
条
×
○
○
○
○
○
○
｡

第
○
条
×
○
○
○
○
○
○
｡

注
⑧

×
×
×
×
×
第
�
款
×
○
○
○

×
(○
○
○
○
)

第
○
条
×
○
○
○
○
○
○
○
○
法
(○
○
○
年
法
律
第
○

×
○
号
｡
以
下
｢法
｣
と
い
う
｡
)
○
○
○
｡注
⑨
､
注
⑩

×
(○
○
○
○
)

第
○
条
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
�
×
○
○
○
○
○
○

×
�
×
○
○
○
○
○
○

×
×
ア
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

注
⑪

×
×
イ
×
○
○
○
○
○
○

×
×
ウ
×
○
○
○
○
○
○

×
×
×
附
×
則

注
⑫

×
(施
行
期
日
)

注
⑬

注
⑨
条
文
中
に
他
の
法
令
を

引
用
す
る
場
合
は
､
最
初

に
引
用
す
る
と
き
の
み
そ

の
題
名
の
下
に
法
令
番
号

を
括
弧
書
す
る
｡

注
⑩
略
称
を
用
い
る
場
合
は
､

略
称
に
｢
｣
を
付
け
る

こ
と
｡

注
⑪
ア
イ
ウ
を
さ
ら
に
細
分

す
る
場
合
は
�
�
�
を
､

こ
れ
を
さ
ら
に
細
分
す
る

と
き
は
ａ
ｂ
ｃ
を
､
こ
れ

を
さ
ら
に
細
分
す
る
と
き

は
�
�
�
を
用
い
る
｡

注
⑫
こ
こ
か
ら
を
附
則
と
い

う
｡

注
⑬
附
則
の
規
定
の
順
序
は
､

左
例
の
と
お
り
と
し
､
そ

の
他
の
規
定
を
置
く
場
合

は
､
末
尾
に
置
く
｡

注
⑭
表
に
は
､
外
枠
の
あ
る

別
表
(第
○
○
条
関
係
)

注
⑭

××
注
⑮

×別
記
様
式
(第
○
○
条
関
係
)



島 根 県 報平成��年��月��日 号外第���号 (��)

第
◎
◎
条
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
｡

�
条
､
項
又
は
号
の
一
部
改
正

×
第
○
条
中
｢○
○
｣
を
｢△
△
｣
に
改
め
る
｡
注
④

×
第
○
条
第
○
項
中
｢○
○
｣
を
｢△
△
｣
に
､
｢○
○
｣

を
｢◎
◎
｣
に
改
め
る
｡

×
第
○
条
の
見
出
し
中
｢○
○
｣
を
｢△
△
｣
に
改
め
､

注
⑫
条
を
章
節
等
の
末
尾
又

は
冒
頭
に
加
え
る
場
合

注
⑬
条
､
項
又
は
号
の
規
定

を
全
部
な
く
す
場
合
(

｢削
る
｣
方
式
の
場
合
に

は
､
通
常
他
の
条
､
項
又

×
(○
○
○
○
)

第
�
条
の
�
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
(○
○
○
○
)

第
�
条
の
�
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
第
○
条
の
次
に
次
の
�
条
を
加
え
る
｡

注
⑨

×
(○
○
○
○
)

第
○
条
×
○
○
○
○
○
○
｡

×
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

注
②

×
×
×
△
△
△
条
例

×
題
名
中
｢○
○
｣
を
｢△
△
｣
に
改
め
る
｡

注
③

×
目
次
中
｢○
○
｣
を
｢△
△
｣
に
改
め
る
｡

�
条
､
項
又
は
号
の
全
部
改
正

×
第
○
○
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

×
(△
△
△
)

第
○
○
条
×
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
｡

×
第
○
○
条
第
�
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

×
×
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

×
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
｡

×
第
○
○
条
第
�
項
及
び
第
�
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

�
×
△
△
△
△
△
△
△
△
△
｡

�
×
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
｡

×
第
○
○
条
第
�
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

×
�
×
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

×
第
○
○
条
か
ら
第
◎
◎
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

×
(△
△
△
)

第
○
○
条
×
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
｡

×
(△
△
△
)

第
△
△
条
×
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
｡

×
(△
△
△
)

る
場
合

注
③
題
名
の
一
部
を
改
正
す

る
場
合

注
④
字
句
を
改
め
る
場
合

注
⑤
字
句
を
加
え
る
場
合

注
⑥
字
句
を
削
る
場
合

注
⑦
既
存
の
条
､
項
又
は
号

の
移
動
を
行
っ
て
追
加
す

る
場
合

注
⑧
既
存
の
条
又
は
号
の
移

動
を
行
わ
な
い
で
追
加
す

る
場
合
(項
に
つ
い
て
は
､

こ
の
方
式
は
用
い
な
い
｡
)

注
⑨
既
存
の
条
､
項
又
は
号

の
最
後
に
そ
れ
ぞ
れ
条
､

項
又
は
号
を
追
加
す
る
場

合

注
⑩
既
存
の
条
､
項
又
は
号

の
冒
頭
に
追
加
す
る
場
合

注
⑪
条
､
項
又
は
号
に
た
だ

し
書
又
は
後
段
を
加
え
る

場
合

同
条
中
｢○
○
｣
を
｢△
△
｣
に
改
め
る
｡

×
第
○
条
(見
出
し
を
含
む
｡
)
中
｢○
○
｣
を
｢△
△
｣

に
改
め
る
｡

×
第
○
条
中
｢○
○
｣
の
下
に
｢△
△
｣
を
加
え
る
｡注
⑤

×
第
○
条
中
｢○
○
｣
の
下
に
｢△
△
｣
を
､
｢○
○
｣

の
下
に
｢◎
◎
｣
を
加
え
る
｡

×
第
○
条
中
｢○
○
｣
を
削
る
｡

注
⑥

×
第
○
条
第
○
項
中
｢○
○
｣
及
び
｢△
△
｣
を
削
る
｡

×
第
○
条
た
だ
し
書
を
削
る
｡

×
第
○
条
第
○
項
後
段
を
削
る
｡

�
条
､
項
又
は
号
の
追
加

×
第
�
条
を
第
�
条
と
し
､
第
�
条
を
第
�
条
と
し
､
第

�
条
の
次
に
次
の
�
条
を
加
え
る
｡

注
⑦

×
(○
○
○
○
)

第
�
条
×
○
○
○
○
○
○
｡

×
第
○
○
条
中
第
�
項
(号
)
を
第
�
項
(号
)
と
し
､

第
�
項
(号
)
の
次
に
次
の
�
項
(号
)
を
加
え
る
｡

�
×
○
○
○
○
○
○
｡

(×
�
×
○
○
○
○
○
○
)

×
第
�
条
の
次
に
次
の
�
条
を
加
え
る
｡

注
⑧

は
号
の
移
動
を
行
う
必
要

が
あ
る
｡
)

注
⑭
項
に
つ
い
て
は
､
｢削

除
｣
方
式
は
用
い
な
い
｡



島 根 県 報平成��年��月��日 号外第���号(��)

×
第
○
条
中
第
�
項
(号
)
を
第
�
項
(号
)
と
し
､
第

�
項
(号
)
を
第
�
項
(号
)
と
し
､
同
項
(号
)
の
前

に
次
の
�
項
(号
)
を
加
え
る
｡

×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

(×
�
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
)

×
第
○
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
｡

注
⑪

×
×
た
だ
し
､
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
第
○
条
第
○
項
に
次
の
表
を
加
え
る
｡

××
別
表
中
｢○
○
｣
を
｢△
△
｣
に
､

｢

｣
を

○
○
○

○
○
○

×
本
則
に
次
の
�
条
を
加
え
る
｡

第
○
条
×
○
○
○
○
○
○
｡

×
第
○
条
に
次
の
�
項
を
加
え
る
｡

�
×
○
○
○
○
○
○
｡

×
第
○
条
第
○
項
に
次
の
�
号
を
加
え
る
｡

×
�
×
○
○
○
○
○
○

×
第
�
条
を
第
�
条
の
�
と
し
､
第
�
条
及
び
第
�
条
の

�
と
し
て
次
の
�
条
を
加
え
る
｡

注
⑩

×
(○
○
○
○
)

第
�
条
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
(○
○
○
○
)

第
�
条
の
�
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
第
�
条
を
第
�
条
の
�
と
し
､
同
条
の
前
に
次
の
�
条

を
加
え
る
｡

×
(○
○
○
○
)

第
�
条
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
第
○
条
中
第
�
項
(号
)
を
第
�
項
(号
)
と
し
､
第

�
項
(号
)
を
第

�
項
(号
)
と
し
､
同
条
に
第

�
項

(号
)
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

(×
�
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
)

×
第
○
条
第
○
項
(号
)
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
｡

×
×
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×
○
｡

×
第
○
章
中
第
○
条
の
次
に
次
の
�
条
を
加
え
る
｡
注
⑫

×
(○
○
○
○
)

第
○
条
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
第
○
章
第
○
節
中
第
○
条
の
前
に
次
の
�
条
を
加
え
る
｡

×
(○
○
○
○
)

第
○
条
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

�
条
､
項
又
は
号
の
削
除

×
第
○
条
(第
○
条
第
○
項
)
(第
○
条
第
○
項
第
○
号
)

を
削
る
｡

注
⑬

×
第
○
条
(第
○
条
第
○
項
第
�
号
)
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
｡

第
○
条
×
削
除

注
⑭

(×
�
×
削
除
)

カ�
表
又
は
様
式
の
改
正

×
第
○
条
第
○
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

×

○
○
○



島 根 県 報

エ
廃
止
の
場
合

�
訓
令
(甲
)

平成��年��月��日 号外第���号 (��)

様
式
第
�
号
(第
○
条
関
係
)

×様
式
第
�
号
(第
○
条
関
係
)

×

×
○
○
○
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

注
①

×
×
○
○
○
年
○
月
○
日

島
根
県
知
事
×
○
○
○
○
○
○
×
×

島
根
県
条
例
第
○
○
号

×
×
×
○
○
○
○
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

×
○
○
○
○
条
例
(○
○
○
年
島
根
県
条
例
第
○
○
号
)

は
､
廃
止
す
る
｡

×
次
に
掲
げ
る
条
例
は
､
廃
止
す
る
｡

×
�
×
○
○
○
○
条
例
(○
○
○
年
島
根
県
条
例
第
○
○

×
×
号
)

×
�
×
△
△
△
△
条
例
(○
○
○
年
島
根
県
条
例
第
○
○

×
×
号
)

×
�
×
◎
◎
◎
◎
条
例
(○
○
○
年
島
根
県
条
例
第
○
○

×
×
号
)

×
×
×
附
×
則

×
○
○
○
○
○
○
｡ 用

例

注
①

�
つ
の
条
例
を
廃
止
す

る
場
合
は
､
｢○
○
条
例

及
び
△
△
条
例
を
廃
止
す

る
条
例
｣
と
し
､
�
つ
以

上
の
条
例
を
廃
止
す
る
場

合
は
､
｢○
○
条
例
等
を

廃
止
す
る
条
例
｣
と
す
る
｡

説
明

島
根
県
訓
令
第
○
○
号

注
①

本
庁
×

地
方
機
関
×

用
例

注
①
訓
令
(甲
)
は
､
受
訓

先
及
び
制
定
文
が
あ
る
こ

と
以
外
は
お
お
む
ね
告
示

説
明

｢

｣
に
改
め
る
｡

×
別
表
第
	
中
｢○
○
｣
を

｢

｣

に
､

｢

｣

を
｢

｣
に
改
め
る
｡

×
別
表
第
�
○
○
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

××
別
表
第
�
○
○
の
項
中
｢○
○
｣
を
｢△
△
｣
に
改
め

る
｡

×
別
表
第
�
○
○
の
項
を
削
る
｡

×
様
式
第
○
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

様
式
第
○
号
(第
○
条
関
係
)

××
様
式
第


号
を
様
式
第
�
号
と
し
､
様
式
第
�
号
を
様

式
第
�
号
と
し
､
様
式
第
�
号
を
様
式
第


号
と
し
､
様

式
第
	
号
の
次
に
次
の
�
様
式
を
加
え
る
｡

△
△
△

◎
◎

△
△

○
○

△
△

○
○

○
○

△
△

×
様
式
第
�
号
を
削
り
､
様
式
第
�
号
を
様
式
第
�
号
と

し
､
様
式
第
�
号
を
様
式
第
�
号
と
す
る
｡



島 根 県 報
�
告
示

ア
制
定
の
場
合

平成��年��月��日 号外第���号(��)

島
根
県
告
示
第
○
○
号

×
○
○
○
規
程
(要
綱
)
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
｡

×
×
○
○
○
年
○
月
○
日

注
①

島
根
県
知
事
×
○
○
○
○
○
○
×
×

×
×
×
○
○
○
規
程
(要
綱
)

×
(○
○
○
)

第
○
○
条
×
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
(○
○
○
)

第
○
○
条
×
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
×
×
附
×
則

×
○
○
○
○
○
○
｡

島
根
県
告
示
第
○
○
号

×
○
○
法
(○
○
○
年
法
律
第
○
○
号
)
第
○
○
条
第
○

○
項
の
規
定
に
よ
り
､
○
○
○
を
○
○
○
年
○
月
○
日
付

け
で
○
○
○
し
た
の
で
､
○
○
規
則
(○
○
○
年
○
月
○

日
○
○
省
令
第
○
号
)
第
○
○
条
第
○
○
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
｡

×
×
○
○
○
年
○
月
○
日

島
根
県
知
事
×
○
○
○
○
○
○
×
×

島
根
県
告
示
第
○
○
号

×
○
○
○
条
例
(○
○
○
年
島
根
県
条
例
第
○
○
号
)
第

○
○
条
第
○
○
項
の
規
定
に
基
づ
く
○
○
○
を
次
の
よ
う

に
定
め
､
○
○
○
年
○
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
｡
注
②

×
×
○
○
○
年
○
月
○
日

島
根
県
知
事
×
○
○
○
○
○
○
×
×

用
例

注
①
通
知
的
告
示
､
行
政
規

則
的
告
示
及
び
一
般
処
分

的
告
示
は
公
示
の
日
か
ら

即
日
に
効
力
を
発
生
し
､

法
規
定
立
的
告
示
は
公
示

の
日
か
ら
起
算
し
て
��日

を
経
過
し
た
日
か
ら
効
力

が
発
生
す
る
｡

注
②
告
示
の
効
力
を
公
示
の

日
以
後
に
発
生
さ
せ
る
場

合 説
明

×
○
○
○
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
｡

×
×
○
○
○
年
○
月
○
日

島
根
県
知
事
×
○
○
○
○
○
○
×
×

×
×
×
○
○
○
規
程

×
(○
○
○
)

第
○
○
条
×
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
(○
○
○
)

第
○
○
条
×
○
○
○
○
○
○
○
｡

×
×
×
附
×
則

×
○
○
○
○
○
○
｡

島
根
県
訓
令
第
○
○
号

○
○
事
務
所
×

×
○
○
○
条
例
(○
○
○
年
島
根
県
条
例
第
○
○
号
)
第

○
○
条
第
○
○
項
の
規
定
に
基
づ
き
､
○
○
○
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
｡

×
×
○
○
○
年
○
月
○
日

島
根
県
知
事
×
○
○
○
○
○
○
×
×

×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡

の
形
式
と
同
じ
｡



平
成
十
五
年
十
月
十
四
日
印
刷

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

松
江
市
殿
町

島

根

県

庁

印

刷

松
江
市
学
園
南

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円

(

送
料
共)

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報

イ
改
正
の
場
合

ウ
廃
止
の
場
合

�
公
告

�
�

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成��年��月��日 号外第���号 (��)

島
根
県
告
示
第
○
○
号

×
○
○
○
○
(○
○
○
年
島
根
県
告
示
第
○
○
号
)
は
､

廃
止
し
､
○
○
○
年
○
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
｡

×
×
○
○
○
年
○
月
○
日

島
根
県
知
事
×
○
○
○
○
○
○
×
×

用
例

説
明

×
○
○
法
(○
○
○
年
法
律
第
○
○
号
)
第
○
○
条
第
○
○

項
の
規
定
に
基
づ
き
､
○
○
○
を
次
の
と
お
り
○
○
す
る
の

で
､
○
○
規
則
(○
○
○
年
○
月
○
日
○
○
省
令
第
○
号
)

第
○
○
条
第
○
○
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
す
る
｡
注
①

×
×
○
○
○
年
○
月
○
日島
根
県
知
事
×
○
○
○
○
○
○
×
×

×
�
×
○
○
期
日
×
○
○
○
年
○
月
○
日

×
�
×
○
○
場
所
×
○
○
○
○
○

用
例

注
①
公
告
の
内
容
が
短
い
場

合
に
は
､
｢次
の
と
お
り
｣

と
は
せ
ず
に
本
文
の
中
に

記
載
す
る
｡

説
明

島
根
県
告
示
第
○
○
号

×
○
○
○
○
要
綱
(○
○
○
年
島
根
県
告
示
第
○
○
号
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

×
×
○
○
○
年
○
月
○
日

島
根
県
知
事
×
○
○
○
○
○
○
×
×

×
第
○
○
条
中
｢○
○
○
｣
を
｢△
△
△
｣
に
改
め
る
｡

×
×
×
附
×
則

×
こ
の
告
示
は
､
○
○
○
年
○
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
｡

注
①

島
根
県
告
示
第
○
○
号

×
○
○
○
○
(○
○
○
年
島
根
県
告
示
第
○
○
号
)
中

｢○
○
｣
を
｢△
△
｣
に
改
め
る
｡

×
×
○
○
○
年
○
月
○
日

島
根
県
知
事
×
○
○
○
○
○
○
×
×

島
根
県
告
示
第
○
○
号

×
○
○
○
○
(○
○
○
年
島
根
県
告
示
第
○
○
号
)
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
､
○
○
○
年
○
月
○
日
か
ら
施

行
す
る
｡

×
×
○
○
○
年
○
月
○
日

島
根
県
知
事
×
○
○
○
○
○
○
×
×

×
｢○
○
○
｣
を
｢△
△
△
｣
に
改
め
る
｡

用
例

注
①
公
示
の
日
か
ら
施
行
す

る
場
合
で
も
､
｢公
示
の

日
か
ら
｣
と
せ
ず
に
｢年

月
日
｣
を
記
載
す
る
｡

説
明

×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
｡


